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今
月
号
で
は
、
第
２
章
の
情
報

共
有
の
原
則
（
第
５
〜
７
条
）
と
、

第
３
章
の
町
民
の
町
政
へ
の
参
加

（
第
８
〜　

条
）に
つ
い
て
ご
紹
介

11

し
ま
す
。

情
報
の
共
有

第
５
条　

町
民
と
町
は
、
ま
ち
づ

く
り
に
関
す
る
情
報
を
共
有
す

る
こ
と
を
基
本
と
し
ま
す
。

●
町
が
保
有
す
る
ま
ち
づ
く
り
の

情
報
は
、
町
民
の
財
産
で
あ
り
、

積
極
的
に
共
有
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

情
報
の
公
開
と
提
供

第
６
条　

町
は
、
町
が
保
有
す
る

情
報
に
つ
い
て
、
別
に
条
例
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
町
民

に
公
開
し
ま
す
。

２　

町
は
、
町
政
に
関
す
る
情
報

を
積
極
的
に
町
民
に
提
供
す
る

よ
う
に
努
め
ま
す
。

３　

前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の

提
供
は
、
適
切
な
情
報
伝
達
手

段
に
よ
り
速
や
か
に
、
か
つ
、

分
か
り
や
す
く
行
い
ま
す
。

●
第
１
項
で
は
、
情
報
公
開
制
度

に
よ
り
町
民
の
知
る
権
利
の
保
障

を
定
め
て
い
ま
す
。

　

第
２
項
で
は
、
積
極
的
な
情
報

の
提
供
に
努
め
る
こ
と
を
定
め
て

い
ま
す
。

　

第
３
項
で
は
、
情
報
を
町
民
一

人
ひ
と
り
に
的
確
に
周
知
す
る
た

め
、
伝
達
手
段
の
創
意
工
夫
に
努

め
、
分
か
り
や
す
く
、
迅
速
な
情

報
の
提
供
を
す
る
こ
と
を
定
め
て

い
ま
す
。

個
人
情
報
の
保
護

第
７
条　

町
は
、
町
が
保
有
す
る

個
人
情
報
に
つ
い
て
、
別
に
条

例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

適
正
に
取
り
扱
い
ま
す
。

●
個
人
情
報
保
護
条
例
に
よ
り
、

個
人
の
権
利
や
利
益
が
侵
害
さ
れ

な
い
よ
う
に
配
慮
し
、
適
正
に
管

理
す
る
と
い
う
町
の
姿
勢
を
定
め

て
い
ま
す
。

政
策
、
計
画
へ
の
参
加

第
８
条　

町
は
、
重
要
な
政
策
及

び
計
画
の
企
画
立
案
、
策
定
、

実
施
、
評
価
等
に
お
い
て
、
町

民
の
参
加
を
進
め
、
町
民
の
意

見
が
適
切
に
反
映
さ
れ
る
よ
う

に
努
め
ま
す
。

●
重
要
な
政
策
や
計
画
等
の
策
定

か
ら
実
施
に
至
る
す
べ
て
の
過
程

に
、
町
民
の
参
加
を
進
め
る
よ
う

定
め
て
い
ま
す
。

意
見
、
提
言
へ
の
対
応

第
９
条　

町
は
、
町
民
か
ら
の
意

見
、
提
言
等
に
つ
い
て
は
、
速

や
か
に
対
応
し
ま
す
。

２　

町
は
、
町
民
か
ら
の
意
見
、

提
言
等
の
内
容
並
び
に
そ
の
対

応
の
状
況
及
び
結
果
を
記
録
し
、

保
存
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
記
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僕たち私たちの

まちの憲法
　平成23年１月１日
　新十津川町まちづくり基本条例が施行されました。
………………………………………………………

新しいまちづくりが始まります

何がどうなる？まちづくり基本条例
新十津川町まちづくり基本条例は

まちづくりを進めていくうえでの

基本的な考え方やルールを示したものです。

「自治体の憲法」とも言われるまちづくり基本条例を基にして

未来に輝く新十津川町をみんなで創っていきましょう。
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録
を
資
料
と
し
て
活
用
し
、
政

策
及
び
計
画
に
反
映
す
る
よ
う

に
努
め
ま
す
。

●
第
１
項
で
は
、
町
政
に
対
す
る

皆
さ
ん
の
声
に
、
迅
速
に
対
応
す

る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

第
２
項
で
は
、
皆
さ
ん
か
ら
の

意
見
を
記
録
し
、
対
応
結
果
を
残

し
、
役
場
全
体
で
情
報
の
共
有
化

を
図
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

 

意
見
の
公
募

第　

条　

町
は
、
重
要
な
政
策
及

10び
計
画
を
決
定
す
る
場
合
は
、

町
民
の
意
見
を
公
募
す
る
よ
う

に
努
め
ま
す
。

２　

町
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

意
見
の
公
募
の
結
果
に
つ
い
て
、

町
の
見
解
を
付
し
、
速
や
か
に

公
表
し
ま
す
。

●
第
１
項
で
は
、
重
要
な
政
策
を

決
定
す
る
場
合
は
、
皆
さ
ん
の
考

え
を
広
く
取
り
入
れ
る
た
め
に
、

意
見
の
公
募
を
す
る
よ
う
に
努
め

る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

第
２
項
で
は
、
皆
さ
ん
と
の
信

頼
関
係
を
築
く
た
め
に
、
寄
せ
ら

れ
た
意
見
に
対
し
、
町
の
見
解
を

付
け
て
速
や
か
に
公
表
す
る
こ
と

を
定
め
て
い
ま
す
。

住
民
投
票

第　

条　

町
長
は
、
町
政
に
関
す

11る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
町

民
（
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人

に
限
る
。）の
意
思
を
確
認
す
る

た
め
、
別
に
条
例
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
住
民
投
票
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２　

町
長
は
、
前
項
の
住
民
投
票

の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

●
第
1
項
で
は
、
住
民
投
票
に
対

す
る
町
の
姿
勢
を
定
め
て
い
ま
す
。

住
民
投
票
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

別
に
条
例
で
定
め
、
実
施
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

第
２
項
で
は
、
住
民
投
票
の
結

果
に
つ
い
て
「
わ
た
し
た
ち
の
ま

ち
は
、
わ
た
し
た
ち
で
つ
く
る
」

と
い
う
自
治
の
原
則
に
基
づ
き
、

最
大
限
尊
重
す
る
こ
と
を
定
め
て

い
ま
す
。

　

新
十
津
川
町
ま
ち
づ
く
り
基
本

条
例
の
全
文
は
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例

に
関
す
る
質
問
や
説
明
会
の
開
催

希
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
気
軽
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

総
務
課
ま
ち
づ
く
り
推

進
グ
ル
ー
プ
�　
・
２
１
３
１
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２
月
２
日
、
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
普
及

啓
発
活
動
を
行
う
「
新
十
津
川
町
ま
ち
づ
く
り

基
本
条
例
を
す
す
め
る
会
」
が
、
発
足
し
ま
し

た
。

　

す
す
め
る
会
に
は
、
基
本
条
例
の
策
定
に
携

わ
っ
た
人
た
ち
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
今
後
、

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
説
明
会
の
開
催
や
、

条
例
の
内
容
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
た
解
説

書
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

まちづくり基本条例をすすめる会が発足しました


